
日仏海洋学会評議員・役員選出規定 

 

1. 本規定は日仏海洋学会会則第９条および第 10 条に基づき本会の評議員および役員の選

出方法について規定するものである。 

2. 評議員の選出は正会員、特別会員および学生会員の 24 名連記無記名投票による。評議

員の選挙事務は庶務幹事が行なう。ただし、開票にあたっては本会役員以外の会員 2名

に立会人を委嘱するものとする。 

3. 会長は評議員の単記無記名投票により選出する。会長選挙の事務は庶務幹事が行なう。

ただし、開票にあたっては本会役員以外の会員 2名に立会人を委嘱するものとする。 

4. 副会長、幹事、および監事は、会長の推薦に基づき評議員会で決定する。 

5. 本規定の改正は評議員会の議を経て行う。 

 

 


